
保 育 政 策 課 

 

 議案第３１号 

    港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の     

一部を改正する条例について 

 

  家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１

号）の一部改正を踏まえ、港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例（以下「条例」といいます。）の一部を改正します。 

 

  ※家庭的保育事業等とは、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業

及び事業所内保育事業の４事業をいいます。 

 

１ 改正理由 

  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害

福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令

（令和３年厚生労働省令第５５号）の施行により家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準の一部が改正されました。この改正により、家庭的保育事業者等の業

務負担軽減等を図る観点から、家庭的保育事業者等における諸記録の作成、保存等

に関する基準が緩和されたことを踏まえ、条例の一部を改正します。 

 

２ 改正内容 

（１）家庭的保育事業者等における諸記録の作成、保存等のうち、書面で行うこととし

ているものについて、書面に代えて、電磁的記録により行うことができることとし

ます。 

（２）その他規定の整備 

 

３ 施行期日 

  令和３年７月１日 
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行
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